
クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ
○ 日頃より、クロマグロの資源管理にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

○ 令和７年２月及び３月に開催されました「広域漁業調整委員会」におきまして、漁業
法第121条第１項に基づき、令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの期間、
クロマグロを採捕する遊漁者に対しまして、下記の指示が発動されました。

○ 指示内容に違反し、農林水産大臣からの命令にも従わなかった場合には、１年以下の
懲役若しくは５０万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処される場合がありますので、
ご留意願います。

《 広域漁業調整委員会の指示内容 》 ※水産庁ホームページ抜粋

○ 詳細につきましては、水産庁のホームページをご覧ください。

「遊漁の部屋（http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/index.html）」

○ 遊漁者や遊漁船業者の皆様には、漁業者の資源管理の取組にご配慮いただき、
大型のクロマグロであっても、引き続き、採捕を自粛されますようご協力を
お願いします。
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